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[趣旨]
北方領土問題に関する国民の理解と関心を深め、全国的な北方領土
返還要求運動の推進を図るために、政府は1981年（昭和56年)1月、
閣議了解により毎年2月7日を北方領土の日と定めました。
2月7日の「北方領土の日」を中心に、1月21日から2月20日までを
「北方領土の日」特別啓発期間と定め、北方領土問題の啓発活動を
展開し、旭川市役所総合庁舎内に北方領土返還要求署名コーナーを
設置します。
[設置場所]
(1)旭川市役所総合庁舎1階　総合案内横
(2)旭川市役所総合庁舎3階　地域活動推進課
[設置期間]
(1)旭川市役所総合庁舎1階　総合案内
     令和8年2月20日（金曜日）まで
     午前8時45分から午後8時30分まで
(2)旭川市役所総合庁舎3階　地域活動推進課
     令和8年2月20日（金曜日）までの平日
     午前8時45分から午後5時15分まで

令和8年1月21日　～　令和8年2月20日



 

北方領土返還要求署名 

のお願い 

２月は 

「北方領土の日」特別啓発期間 

                   です 

署名を通じて、国民一人ひとりの意志を 

北方領土返還実現に反映させましょう！ 

 

※北方領土返還要求のための署名です。 
 

※北方領土問題の解決には、全国民挙げての力強い世論の支持が必要です。  
 

※皆様からいただいた署名は、国会法第７９条の規定に基づき、衆議院及

び参議院に請願提出します。 

● 北方領土返還要求署名コーナー 

場所：総合庁舎１階 総合案内 

   または総合庁舎３階 地域活動推進課 

期間：令和８年１月 21日から令和８年２月 20日まで 

午前８時４５分から午後８時３０分まで 

※総合庁舎３階 地域活動推進課は 

平日の午前８時４５分から午後５時１５分まで 
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